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１ 教育・保育提供区域の設定について

○ 市町村子ども・子育て支援事業計画の策定に当たっては、教育・保育提供区域ごと
の量の見込みを正確に把握するため、区域ごとにニーズ調査を行うことが重要。

○ そのため、今回の会議において、区域の設定について審議を行う必要がある。

子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案） ＜抜粋＞

（教育・保育提供区域の設定に関する事項）
市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利

用状況、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案
して、小学校区単位、中学校区単位、行政区単位等、地域の実情に応じて、保護者や子
どもが居宅より容易に移動することが可能な区域（以下「教育教育教育教育・・・・保育提供区域保育提供区域保育提供区域保育提供区域」という。）
を定める必要がある。その際、教育・保育提供区域は、地域型保育事業の認可の際に行
われる需給調整の判断基準となる（※）ことを踏まえて設定すること。

※中核市の場合は、幼保連携型認定こども園及び保育所の認可の際に行われる需給調整の判断基準ともなる。
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２ 青森市の区域設定の考え方

１ 本市の主な既存区域
小学校区（４２区）、地区連合町（内）会区域（３８区）、中学校区（２０区）、
地域包括支援センター圏域（１１区）、
青森市町会連合会地域協議会区域＋浪岡町内会連合会区域（６区） 、

青森地区・浪岡地区（２区）

２ 本市の保育所の希望状況
○ 小学校区（４２区）、地区連合町（内）会区域（３８区）、中学校区（２０区）及び地域包

括支援センター圏域（１１区）とした場合の区域内保育所の入所希望率が低い。
（参考） 平成２５年４月１日時点で保育所に入所した０・１歳児の保護者が居住する区域と当該保護者が希望する保育所が

ある区域が一致する割合

※ ４２区の率は、３８区、２０区及び６区の率から推計した。

７１％

７１％

６区４２区 ３８区 ２０区 １１区

０歳 ３６％ ４４％ ５１％ ６１％

１歳 ３７％ ４５％ ５０％ ６２％

区域内保育所の入所希望率が７割を超える青森市町会連合会地域協議会区
域＋浪岡町内会連合会区域（６区）を活用する。
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２ 青森市の区域設定の考え方

（単位：人、率）

数 数 数 数

東部 3,176 2,398 1,090 17 1,205 9 38 2 65 4 778

西部 3,319 2,354 1,320 22 980 5 14 1 40 1 965

南部 4,223 2,946 1,565 25 1,240 9 62 4 79 5 1,277

北部 663 683 380 6 270 2 33 2 0 0 △ 20

中部 836 1,333 740 7 550 4 0 0 43 3 △ 497

浪岡 806 785 585 10 180 1 0 0 20 1 21

合計 13,023 10,499 5,680 87 4,425 30 147 9 247 14 2,524

Ａ－Ｂ
児童数
（0-5）

Ａ

定員数

Ｂ
保育
機能

認可外
保育所

保育所 幼稚園

（単位：人、率）

数 数 数 数

東部 3,176 2,398 1,090 17 1,205 9 38 2 65 4 778

西部
北部

3,982 3,037 1,700 28 1,250 7 47 3 40 1 945

南部
中部

5,059 4,279 2,305 32 1,790 13 62 4 122 8 780

浪岡 806 785 585 10 180 1 0 0 20 1 21

合計 13,023 10,499 5,680 87 4,425 30 147 9 247 14 2,524

保育
機能

認可外
保育所

児童数
（0-5）

Ａ

定員数

Ｂ
Ａ－Ｂ

保育所 幼稚園

○ ６区とした場合、北部と中
部の区域では既存の施設定員
が児童数よりも超過しており、
供給過剰となっている。

○ 当該区域で需給の均衡をと
ろうとすると当該区域にある
施設の定員数を減らさざるを
得ない。

○ これを避けるため下の表の
ように設定。

教育・保育提供区域を
右の４区域に設定する。

＜結果＞

※１　児童数（０－５歳）は、平成２５年８月末現在の住民基本台帳を基に試算したものである。

※２　保育所の定員数は、平成２５年９月１日現在のものである。

※３　幼稚園の定員数は、平成２５年５月１日現在のものである。

※５　認可外保育所の定員数は、平成２５年６月１日現在のものである。

※４　保育機能とは、認定こども園の保育機能部分をいい、その定員数は平成２５年５月１
　　日現在のものである。
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２ 青森市の区域設定の考え方

市役所本庁舎市役所本庁舎市役所本庁舎市役所本庁舎

柳川庁舎柳川庁舎柳川庁舎柳川庁舎

保61 平和台

保62 しらかば

保49 石江
保63 新城

認外７ さくら

保48 三内

幼18 青森西

保45 青森よつば

幼10 認子5 中央短大付属第二

認外12 グローバー

保78 細越

保77 高田

保76 荒川

認外13 キッズガーデンたんぽぽ 保75 ひの木

保71 つばさ

保36 大野

保41 安田

保42 浪館

保40 泉川

幼14 認子8 すぎのこ

保49 滝内

保43 ひなづる

保44 ひまわり

保35 青森聖星

保34 つぼみ

認外1 赤ずきん

保39 若芽

保38 千富

保46 こどものくに

保37 第一なかよし

保8 ときわ

幼17 第一南

認外10 ヤクルト（青葉）

保74 ひなた

幼19 筒井りんご

幼23 愛育

認外4 すこやか

幼24 甲田

認外8 ヤクルト(長島)
保33 青森南

保9 青森甲田

保51 しあわせ

保54 あいの

幼2 青森

保50 ねむのき

保10 おきだて

保52 小浜

保53 富田

幼5 認子2 源内

保55 青い鳥

保56 愛心

幼6 認子3 油川

保59 奥内

保60 後潟

保58 西田沢

保32 和幸

保31 申孝

幼27 聖マリア

幼29 大谷

保7 浦町

保6 中央

保5 蜆貝

幼30 王恵

認外2 オルティスグローバルアカデミー

保30 青森

幼1 東奥

保3 合浦

保4 南栄町

保28 藤

幼7 呉竹
幼20 松森

保22 福田幼13 認子7 白ゆり

幼4 青森藤

保26 筒井

保27 ひかり

認外6 ひだまり

保73 玉川

幼26 聖ヤコブ
保23 佃

保24 桜川

保25 八ッ橋

保72 おおぼし

幼9 認子4 中央短大付属第一

保70 青森山田

保69 里見ヶ丘

保68 中央文化

保67 幸伸

保64 戸山

幼16 たんぽぽ

認外3 チャイルドホームたんぽぽ

幼21 蛍ヶ丘

保66 まきば

保65 幸畑

保21 青森双葉

幼8 明短付属
幼25 浪打カトリック

幼28 聖アルバン

認外5 ジャイアンツのいえ

認外9 ヤクルト(虹ヶ丘)

保20 あさひ

保17 小柳

保19 第三なかよし

保18 第二なかよし
幼12 第一うとう

保11 あかしや

保15 本泉

保16 八重田

保12 原別

幼11 認子6 中央短大付属第三

保14 青森東

保13 宮田

保1 あさむし

保2 くぐりざか

幼22 認子10 あすなろ

保29 松原

幼3 認子1 第二青森

幼15 認子9 第二すぎのこ

認外14 ゆりかご

〈〈〈〈南部南部南部南部＋＋＋＋中部中部中部中部〉〉〉〉

保57 野木和

当該区域にある保育所・幼稚園の希望率

〈〈〈〈東部東部東部東部〉〉〉〉

保87 大釈迦

浪岡庁舎浪岡庁舎浪岡庁舎浪岡庁舎

保81 五本松

保88 北中野

保80 浪岡中央

保86 しらゆり

保83 浪岡若葉 保79 本郷

保82 瑞穂

保84 のざわ

保85 浪岡すみれ

幼31 映徳大谷

認外11 あかしや

〈〈〈〈浪岡浪岡浪岡浪岡〉〉〉〉
保育所 70.4％

幼稚園 91.8％

保育所 84.0％

幼稚園 81.9％

〈〈〈〈西部西部西部西部＋＋＋＋北部北部北部北部〉〉〉〉

保育所 91.5％

幼稚園 100％

保育所 74.1％

幼稚園 87.1％

※1 保育所の率は、入所した0歳児・1歳児の保護者で当該区域に居住するものがそれぞれの区域にある保育所を希望した割合である。
※2 幼稚園の率は、入園した満３歳児・３歳児の保護者で当該区域に居住するものがそれぞれの区域にある幼稚園を希望した割合である。


